
平成 19 年６月 22 日

各 位

会 社 名 若築建設株式会社

代 表 者 名 取締役社長 彦坂 義助

(コード番号 1888 東証第１部)

問 合 せ 先 広報室長 長谷川 洋一

TEL (03) 3492 – 0271

公正取引委員会からの排除措置命令等について

当社は、平成 19 年６月 20 日付けで、公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納

付命令を受けましたので下記の通りお知らせいたします。

記

１．排除措置命令の内容

当社は、防衛施設庁が発注する特定土木・建築一式工事の入札に関して、独占禁止

法第３条の規定に違反する行為があったとして、以後、同様の違反行為が行われない

ようにするために必要な措置を採ることを命じられました。

２．課徴金納付命令の内容

納付すべき課徴金の額 ６,２１５万円

納付期限 平成１９年９月２１日

３．今後の対応

排除措置命令・課徴金納付命令の内容について検討を行い、対応を決定いたします。

４．業績に与える影響

当期の業績に与える影響につきましては、現時点では、ないものと考えております。

当社は、この度の事態を厳粛に受け止めており、関係の皆様に多大なるご心配とご迷惑

をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。
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